
高齢者・障害者施設での新型コロナウイルス感染症対策について

目 的
具体的な感染症対策

職員さま 入所者さま

◎ウイルス
ああを
持込まない

・ 喉の痛み、頭痛、咳、下痢や吐き気、発熱
等があれば出勤しない

・ 少しでも体調に違和感があれば、検査

・入所時、ショート利用時、
・一時帰宅後は検査、可能
なら入所後3日間個室管理

他の人に
うつさない

・ 口腔ケア、食事介助、痰吸引、移乗など密着

a するケアはマスク＋フェイスシールド

・ 更衣室、休憩室、喫煙所などの

共用部での会話を控える

・ 冷暖房使用時にも

２方向以上で１時間に2回以上換気

◎なるべく勤務するフロアを固定する

◎可能であれば、ケアを受
・ ける時はマスクを着用

陽性者発生時
の

感染拡大防止

・ 陽性者、濃厚接触者と関わる時は

N95マスク、フェイスシールド、長袖ガウン、手袋を着用

・ すみやかに陽性者、濃厚接触者の特定を行い、ゾーニングを行う

職員・入所者の皆様に健康に過ごしていただくための感染症対策のポイントをまとめました
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コロナは症状が出る２日前から
人にうつしてしまう可能性があるよ！

無症状感染者からも感染するよ！
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